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答  申  

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した地方税法（以下

「法」という。）の規定に基づく不動産取得税賦課処分に係る審査請

求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都〇〇都税事務所長  （以下「処分

庁」という。）が令和２年３月６日付けで請求人に対してした、

別紙１物件目録記載の家屋（以下「本件家屋」という。）に係る

不動産取得税賦課決定処分（以下「本件処分」という。）の一部

の取消しを求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

 １  本件の争点について  

本件の争点は、本件処分において、処分庁が本件家屋の再建築

費評点数を付設するに当たり採用した以下の各補正係数が、評価

基準が定める評価方法によって適切に行われているか否かである。  

(1) 部分別「主体構造部」に係る評点項目「鉄骨造  鉄骨の使用

量 が 明 確 な 建 物 」 の 補 正 項 目 「 規 模 」 に 適 用 す べ き 補 正 係 数

（以下「争点１」という。）  

(2) 部分別「基礎工事」に係る評点項目「地階のない建物  根切
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り工事（割栗地業を含む。）」の補正項目「根切り土量」に適

用すべき補正係数（以下「争点２」という。）  

 (3) 部分別「建築設備」に係る評点項目「電気設備  電灯コンセ

ント配線設備」の補正項目「配置」に適用すべき補正係数（以

下「争点３」という。）  

(4) 部分別「建築設備」に係る評点項目「電気設備  電話配線設

備 」 の 補 正 項 目 「 配 置 」 に 適 用 す べ き 補 正 係 数 （ 以 下 「 争 点

４」という。）  

(5) 部分別「建築設備」に係る評点項目「電気設備  拡声器配線

設備」の補正項目「器具数」に適用すべき補正係数（以下「争

点５」という。）  

(6) 部分別「建築設備」に係る評点項目「空調設備  個別空調方

式 」 の 補 正 項 目 「 換 気 の 程 度 」 に 適 用 す べ き 補 正 係 数 （ 以 下

「争点６」という。）  

２  請求人の主張  

請求人は、前記１の各争点につき、それぞれ要旨以下のとおり

主張して、本件処分の違法性又は不当性を主張しているものと解

される。  

  (1) 争点１について  

ア  本 件 処 分 を 行 う に 当 た り 、 処 分 庁 は 、 部 分 別 「 主 体 構 造

部」に係る評点項目「鉄骨造  鉄骨の使用量が明確な建物」

の補正項目「規模」に係る補正係数として、０．９２を採用

している。  

しかしながら、固定資産税務研究会が編集した解説書であ

る「平成３０年度固定資産評価基準解説（家屋篇）」（以下

「評価基準解説」という。）第６２表によると、用途区分が

「工場・倉庫・市場用建物」である家屋の延べ床面積が２０，

０００平方メートル程度の場合、「規模」に係る補正係数は、
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評価基準が定める下限値である０．９１が適用されるとある。  

本件家屋の延べ床面積は６３，０２６．８７平方メートル

であり、２０，０００平方メートルよりも４０，０００平方

メートル以上延べ床面積が大きい建物であるから、評価基準

が定める下限値を適用すべき家屋に該当する。  

したがって、上記「規模」の補正項目に適用する補正係数

は、評価基準所定の下限値である０．９１に見直されるべき

である。  

   イ  処分庁は、本件家屋の１階から４階までを鉄筋コンクリー

ト造、５階を鉄骨造として評価を行ったと主張するが、根拠

が不明である。  

     固定資産税務研究会が編集した「評価ハンドブック（平成

３０年度固定資産評価基準）」には、「一棟の建物で二以上

の異なった構造を有する部分のある非木造家屋については、

当該各部分について、それぞれに対応する非木造家屋評点基

準表を適用するものとする。」と記載されており、この考え

方からすると、各構造は、部位ごとに、部材ごとに評価され

るものであって、階ごとに評価されるものではない。評価基

準解説にも、階ごとに評価を行うべきとの記載はない。  

     評価基準解説には、「規模」の補正項目について、「一般

的に家屋の規模が大きくなり全体の鉄骨の使用量が多くなっ

ても、工場加工に係るコストは比例して増加するものではな

く、一定程度に抑えられるため、規模が大きくなるほど１ト

ン当たりの価格は低く抑えられるものである。」とあり、こ

こでいう「規模」とは、鉄骨の使用量の規模のことであって、

建物面積の規模ではない。  

     本件家屋は、１階から４階までは柱が鉄筋コンクリート造、

梁が鉄骨造、５階は柱・梁ともに鉄骨造、基礎部は鉄筋コン
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ク リ ー ト 造 で 構 成 さ れ て い る か ら 、 本 件 で 鉄 骨 の 使 用 量 の

「規模」を算出するために利用する延べ床面積は、本件家屋

の１階から５階までの全ての延べ床面積である。  

  (2) 争点２について  

本件処分を行うに当たり、処分庁は、部分別「基礎工事」に

係 る 評 点 項 目 「 地 階 の な い 建 物  根 切 り 工 事 （ 割 栗 地 業 を 含

む。）」の補正項目「根切り土量」について、評価基準解説に

ある総掘りを前提とした評価をしたものと考えられる。  

しかしながら、評価基準解説第３章第２節Ⅱ１によると、評

点項目「地階のない建物  根切り工事（割栗地業を含む。）」

の標準評点数は、地階のない建物の延べ床面積１平方メートル

当たりの評点数であり、根切り工事の条件は、地階のない場合

は深さ１メートル掘り下げる場合のそれぞれ床面積１平方メー

トル当たりの根切り工事に相当する部分とある。  

本件家屋について深さ１メートルの総掘りを行うと、根切り

土量は１２，９６０立方メートルとなるはずであるのに対し、

本件家屋の見積書に記載されている根切り土量は合計で７，８

３３立方メートルであり、総掘りを前提とした根切り土量より

も明らかに少ない。そのため、総掘りを前提とした補正係数１．

００（「普通のもの」）を本件家屋にそのまま適用すると、過

剰評価となる。  

そして、評価基準解説第３章第２節Ⅱ３ (2)ア (ｱ)によると、

評点項目「根切り工事」の補正について、「根切り土量そのも

のが見積り明細書等により○○㎥を単位として示されていると

きは、根切り土量を建床面積または地階部分の床面積で除して

根切りの深さを求めて差し支えない。」とあり、この解説に従

って本件家屋の実態に即した補正係数を求めると、約０．６０

となる。  
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 したがって、上記「根切り土量」の補正項目に適用する補正

係数は、０．６０に見直されるべきである。  

  (3) 争点３について  

本件処分を行うに当たり、処分庁は、部分別「建築設備」に

係る評点項目「電気設備  電灯コンセント配線設備」の補正項

目「配置」に適用する補正係数として、本件評点基準表所定の

減点補正率である０．６０を採用している。  

しかしながら、評価基準解説第３章「非木造家屋再建築費評

点基準表の構成」（４）ウによると、「原則として補正係数の

欄に矢印がある場合は、標準～増点補正率又は標準～減点補正

率の間において、適宜補正率を決定するものとしているが、家

屋の実態からみて必要がある場合は、増点補正率を上回り、又

は減点補正率を下回って該当する補正係数を決定して差し支え

ないものとしている。」とあることから、本件でも、本件家屋

の実態に即した補正係数を決定する必要がある。  

本件家屋に設置されている照明は２，１７８か所、コンセン

トは８９７か所、これらの合計は３，０７５か所であり、本件

家屋の延べ床面積１平方メートル当たりの照明の数及びコンセ

ントの数はおよそ０．０４８か所であるから、この数値を用い

て補正係数を算出すると、およそ０．３４となる。  

    この補正係数は、「工場・倉庫・市場用建物」の標準評点数

を「事務所・店舗・百貨店用建物」の標準評点数で除し、「事

務所・店舗・百貨店用建物」の補正係数に対する設備数量で乗

じることによって算出した１平方メートル当たりの施工数量を

もって算出したものであり、客観的に根拠のある数値である。  

したがって、上記「配置」の補正項目に適用する補正係数は、

０．３４に見直されるべきである。  

  (4) 争点４について  
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本件処分を行うに当たり、処分庁は、部分別「建築設備」に

係る評点項目「電気設備  電話配線設備」の補正項目「配置」

に適用する補正係数として、本件評点基準表所定の減点補正率

である０．５０を採用している。  

しかしながら、前記 (3)と同様に、本件家屋の評価に当たって

は実態に即した補正係数０．０６に見直されるべきである。  

  (5) 争点５について  

本件処分を行うに当たり、処分庁は、部分別「建築設備」に

係る評点項目「電気設備  拡声器配線設備」の補正項目「器具

数」に適用する補正係数として、本件評点基準表所定の減点補

正率である０．５０を採用している。  

しかしながら、前記 (3)と同様に、本件家屋の評価に当たって

は実態に即した補正係数０．３７に見直されるべきである。  

  (6) 争点６について  

ア  本件処分を行うに当たり、処分庁は、部分別「建築設備」

に係る評点項目「空調設備  個別空調方式」の補正項目「換

気の程度」において、対象床面積の全部を「全熱交換器使用

の程度の良いもの」と評価し、これに適用する補正係数とし

て１．１０を採用している。  

しかしながら、「空調設備」に係る評価対象床面積２，７

２１．０６平方メートルのうち、全熱交換器が効用を及ぼす

範囲は、１，５２２．４８平方メートルである。残りの１，

１９８．５８平方メートルについては、排気ファンが設置さ

れており、給気ファンは設置されていないため、換気の種類

は第３種換気である。  

そのため、全熱交換器と第３種換気の効用を及ぼす範囲の

それぞれの割合をもって補正係数を算出すると、以下のとお

り、およそ０．９６となる。  
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     （１．１×１，５２２．４８＋０．８×１，１９８．５８）

／２，７２１．０６＝０．９６７８５５…  

したがって、上記「換気の程度」に係る補正係数は、０．

９６に見直されるべきである。  

   イ  処分庁は、対象床面積が最も大きい換気方式により補正を

行ったと弁明しているが、請求人から提出した竣工図面等の

資料から、それぞれの換気面積の算出は可能である。空調設

備の計算単位は「対象床面積」であるから、それぞれの換気

方式が効用を及ぼす面積の評価を行わなければ、実態と乖離

した評価となるのであり、可能なことを行いもせずに評価を

行うことは、処分庁の怠慢と考えざるを得ない。評価基準解

説からしても、換気の種類を１種類と限定して補正係数を決

めるものではないことは明らかである。  

  

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由があるから、行政不服審査法４６条１項本

文を適用して、本件処分を取り消すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。  

年  月  日  審議経過  

令和３年  ８月１７日  諮問  

令和３年１０月１４日  審議（第６０回第３部会）  

令和３年１０月１８日  処分庁へ調査照会  

令和３年１１月  ８日  処分庁から回答を収受  

令和３年１１月２９日  審議（第６１回第３部会）  

令和３年１１月３０日  処分庁へ調査照会  
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令和３年１２月２３日  審議（第６２回第３部会）  

令和４年  １月１１日  処分庁から回答を収受  

令和４年  １月１８日  審議（第６３回第３部会）  

令和４年  １月２６日  処分庁へ調査照会  

令和４年  ２月  ４日  審議（第６４回第３部会）  

令和４年  ２月１６日  請求人から閲覧等請求書を収受  

令和４年  ２月１７日  処分庁から回答を収受  

令和４年  ３月  ７日  審議（第６５回第３部会）  

令和４年  ３月１４日  処分庁へ閲覧等請求に係る意見

照会  

令和４年  ３月２５日  処分庁から閲覧等請求に係る意

見を収受  

令和４年  ５月２３日  審議（第６６回第３部会）  

令和４年  ５月２５日  閲覧等請求に係る決定  

令和４年  ６月２０日  閲覧等の実施  

令和４年  ６月２０日  審議（第６７回第３部会）  

令和４年  ７月１９日  請求人から閲覧等請求書を収受  

令和４年  ７月２５日  審議（第６８回第３部会）  

令和４年  ７月２６日  処分庁へ閲覧等請求に係る意見

照会  

令和４年  ８月  ９日  処分庁から閲覧等請求に係る意

見を収受  

令和４年  ８月２２日  審議（第６９回第３部会）  

令和４年  ８月２９日  閲覧等請求に係る決定  

令和４年  ８月３１日  閲覧等の実施  

令和４年  ９月２６日  審議（第７０回第３部会）  

令和４年１１月  ７日  審議（第７１回第３部会）  
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第６  審査会の判断の理由  

  審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

(1) 法４条２項柱書及び同項４号は、道府県は、普通税として不

動産取得税を課すことができる旨定めている。  

法１条２項は、同法中道府県に関する規定は都に準用する旨

定めるとともに、この場合においては、「道府県」、「道府県税」、

「道府県民税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、

それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都知事」又は「都職員」

と読み替えるものとする旨定めている（以下においては、それ

ぞれ読み替え後の規定内容を列挙する。）。  

法２条は、地方団体は、法の定めるところによって、地方税

を賦課徴収することができる旨定めており、法３条１項は、地

方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その

他賦課徴収について定めをするには、当該地方団体の条例によ

らなければならない旨定めている。そして、これを受けた東京

都 都 税 条 例 （ 昭 和 ２ ５ 年 東 京 都 条 例 第 ５ ６ 号 、 以 下 「 都 税 条

例」という。）１条は、東京都都税及びその賦課徴収について

は、法令その他に別に定めがあるもののほか、同条例の定める

ところによる旨定めており、同条例４１条ないし４８条の９は、

不動産取得税の賦課徴収について定めている。  

(2) 法７３条の２第１項は、不動産取得税は、不動産の取得に対

し、当該不動産所在の都において、当該不動産の取得者に課す

る 旨 定 め て い る 。 法 ７ ３ 条 １ 号 は 、 こ こ に い う 「 不 動 産 」 と

は、土地及び家屋を総称するものである旨定めており、同条３

号は、ここにいう「家屋」とは、住宅、店舗、工場、倉庫その
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他の建物をいう旨定めている。  

  法７３条の２第２項本文は、家屋が新築された場合には、当

該家屋について最初の使用又は譲渡が行われた日において家屋

の取得があったものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を

取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する旨定め

ている。  

(3) 法７３条の１３第１項は、不動産取得税の課税標準は、「不

動 産 を 取 得 し た 時 に お け る 不 動 産 の 価 格 」 と す る 旨 定 め て い

る。法７３条５号は、不動産取得税に関する「価格」とは、適

正な時価をいう旨定めている。  

法７３条の２１第２項は、都知事は、固定資産課税台帳に固

定資産の価格が登録されていない不動産については、法３８８

条１項の評価基準によって、当該不動産に係る不動産取得税の

課税標準となるべき価格を決定するものとする旨定めており、

評価基準に従って決定した価格は、評価基準が定める評価方法

によっては再建築費を適切に算定することができないなどの特

別の事情の存しない限り、その適正な時価と推認するのが相当

で あ る と さ れ て い る （ 最 高 裁 判 所 平 成 １ ５ 年 ７ 月 １ ８ 日 判 決

（最高裁判所裁判集民事２１０号２８３頁）、同１９年３月２

２日判決（判例地方自治２９０号７４頁））。  

(4) 法３８８条１項前段は、総務大臣は、固定資産の評価の基準

並びに評価の実施の方法及び手続を定め、これを告示しなけれ

ばならない旨定めている。  

評価基準の定めのうち、本件に関連する規定は別紙２に抜粋

したとおりであり、本件評点基準表のうち、本件に関連する部

分は別紙３に抜粋したとおりである。  

(5) 法附則１１条３項は、資産流動化法２条３項が定める特定目

的会社で政令で定めるものが同法２条４項に規定する資産流動
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化計画に基づき同条１項に規定する特定資産のうち不動産（宅

地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）２条１号に掲げ

る宅地又は建物をいう。）で政令で定めるものを取得した場合

における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税

標準の算定については、当該取得が「現下の厳しい経済状況及

び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一

部 を 改 正 す る 法 律 」 （ 平 成 ２ ３ 年 法 律 第 ８ ３ 号 ） の 施 行 の 日

（同年６月３０日）の翌日から平成３３年３月３１日までの間

に行われたときに限り、当該不動産の価格の５分の３に相当す

る額を価格から控除するものとする旨定めている。  

  (6) 法７３条の１５は、不動産取得税の標準税率は１００分の４

とする旨定めており、都税条例４２条は、不動産取得税の税率

は１００分の４とする旨定めている。  

 ２  本件処分の適法性の検討  

(1) 各争点の検討  

ア  争点１について  

    (ｱ) 請求人は、第３・２（１）イのとおり、本件家屋は、１

階から４階までは柱が鉄筋コンクリート造、梁が鉄骨造、

５階は柱・梁ともに鉄骨造、基礎部は鉄筋コンクリート造

で構成されているから、本件で鉄骨の使用量の「規模」を

算出するために利用する延べ床面積は、本件家屋の１階か

ら５階までの全ての延べ床面積であると主張する。  

      しか しながら、本 件評 点基準表上、 部分 別「主体構 造

部」における「規模」の補正項目は、構造の種別が「鉄骨

造」である場合についてのみ設けられている補正項目であ

り、評価基準第２章第３節二３において、「主体構造部」

とは、基礎、柱、梁、壁体、床版、小屋組、屋根版、階段

等、家屋の主体となる構造部分をいうとされている（別紙



12  

２・６）。  

      そして、建物の耐久性を検討する上で、最も基本的なも

のは柱であり、建物の骨組みの中心も柱であることから、

固定資産評価基準上の「鉄骨鉄筋コンクリート造」、「鉄

骨造」等の区分も、主として柱に着目して、建物の構造を

分類していると解することができる（東京地裁平成１７年

１ １ 月 ３ ０ 日 判 決 （ Ｄ １ － Ｌ ａ ｗ ２ ８ １ ８ １ ４ ７ ０ ） 参

照）。  

      これらのことから、部分別「主体構造部」における「規

模」の補正項目の適用に当たっては、主体構造部が鉄骨造

と認定される家屋のみを対象としているのであり、単に鉄

骨が使用されているという理由だけで１階から４階部分の

面積を含めて補正を行うべきではない。  

    (ｲ) このことについて、処分庁が、本件家屋に係る竣工図を

確認したところ、１階から４階までの柱が鉄筋コンクリー

トで、５階の柱が鉄骨であったため、処分庁は評価に当た

って、本件家屋の構造から、本件評点基準表における部分

別「主体構造部」は、１階から４階までを鉄筋コンクリー

ト造、５階を鉄骨造として評価を行ったことが認められる。

そうすると、本件処分において、本件家屋のうち主体構造

部が鉄骨造である５階部分の床面積を用いて、「規模」の

補正係数を適用した評価は、合理的である。  

      このように、本件処分は、評価基準に従って行われた適

正なものと認められることから、請求人の主張には理由が

ない。  

イ  争点２について  

     請求人は、第３・２ (2)のとおり、本件家屋について深さ１

メートルの総掘りを行うと、根切り土量は１２，９６０立方
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メートルとなるはずであるのに対し、本件家屋の見積書に記

載されている根切り土量は合計で７，８３３立方メートルで

あり、総掘りを前提とした根切り土量よりも明らかに少ない

こと、また、評価基準解説第３章第２節Ⅱ３ (2)ア (ｱ)に「根

切り土量そのものが見積り明細書等により○○㎥を単位とし

て示されているときは、根切り土量を建床面積または地階部

分の床面積で除して根切りの深さを求めて差し支えない。」

と記載されていることから、本件家屋の工事見積書に記載さ

れている根切り土量７，８３３㎥を本件家屋の１階床面積で

除した「０．６０」を、根切り土量の補正係数とすべきであ

る旨主張する。  

し か し な が ら 、 評 価 基 準 解 説 第 ３ 章 第 ２ 節 Ⅱ ３ （ ２ ） ア

（ア）によれば、「『根切り土量』による補正は、根切りの

深さを基準として行うもの」とされている。そして、「断面

図や矩計図等によって、根切りの深さが判明する場合は、そ

れによって求めるものとする。この場合の根切りの深さは、

地表面から割栗石の下端までとする。また、根切り土量その

ものが見積り明細書等により○○㎥を単位として示されてい

るときは、根切り土量を建床面積または地階部分の床面積で

除して根切りの深さを求めて差し支えない。」とされている。  

このことについて、処分庁が、本件家屋に係る竣工図を確

認したところ、地中に基礎梁が張り巡らされており、その大

多数について地表面から基礎梁下端までの深さが１ｍ以上で

あることが明らかであったため、評価基準解説に基づき、根

切り土量の補正係数を「普通のもの」として１．００とした

ことが認められる。  

このように、本件処分は、評価基準解説の原則に従って行

われた適正なものと認められることから、請求人の主張には
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理由がない。  

ウ  争点３ないし５について  

    (ｱ) 評価基準第２章第３節二５ (1)は、非木造家屋の各部分に

お け る 工 事 の 施 工 量 等 が 「 補 正 項 目 及 び 補 正 係 数 」 欄 の

「標準」欄に定められている工事の施工量等と相違する場

合においては、当該補正項目について定められている該当

補正係数によって標準評点数を補正するものとする旨定め

るとともに、この場合において、補正項目について定めら

れている補正係数の限度内において処理することができな

いものについては、その実情に応じ補正を必要とする範囲

内において、その限度を超えて補正係数を決定するものと

する旨定めている（別紙２・８）。  

      これに関し、具体的な補正係数の決定に当たっては、例

えば、工事費のうち固定費とみられる部分と変動費とみら

れる部分の割合、工事費の増減の限度の有無及びその限度

の値等の事情を実態調査等を通じて把握した上で、これら

を踏まえ、当該補正係数の制度趣旨に照らして、適切な補

正係数を決定すべきことが求められているというべきであ

って、すべてを一定の方法で一義的に決定することはでき

ず、単純な比例計算によってそれぞれの補正係数を求める

ことは相当ではないとされている（前橋地裁平成２９年９

月２７日判決（Ｄ１－Ｌａｗ２８２６４９４１）参照）。  

      そして、補正項目について定められている補正係数の限

度内において処理することができないものについては、他

に根拠のある係数がない場合には、所定の増・減点補正率

の範囲より補正率をさらに小さな（大きな）ものにするの

が相当と考えられる場合であっても、所定の増・減点補正

率の範囲内で最も小さな（大きな）補正率を採用するほか
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ないというべきである（東京高裁平成３０年１０月２５日

判決（Ｄ１－Ｌａｗ２８２６４９４２）参照）。  

      また、本件評点基準表では、評点項目「電灯コンセント

配線設備」における「配置」による補正について、所定の

増点補正率として「１．２０」、減点補正率として「０．

６ ０ 」 を 定 め て い る 。 同 様 に 、 「 電 話 配 線 設 備 」 に 係 る

「配置」の補正について、所定の増点補正率として「１．

１５」、減点補正率として「０．５０」を、「拡声器配線

設備」に係る「器具数」の補正について、所定の増点補正

率として「１．０５」、減点補正率として「０．５０」を

それぞれ定めている（別紙３）。  

    (ｲ) これを本件家屋についてみると、処分庁は、電灯コンセ

ント配線設備の「配置」の補正係数を「０．６０」、電話

配線設備の「配置」の補正係数を「０．５０」、拡声器配

線設備の「器具数」の補正係数を「０．５０」とし、それ

ぞれ所定の減点補正率の範囲内で最も小さな補正率を適用

したことが認められる。  

    (ｳ) これに対し、請求人は、第３・２ (3)ないし同 (5)のとお

り、所定の増・減点補正率の範囲よりさらに小さな補正係

数 と し て 、 「 工 場 ・ 倉 庫 ・ 市 場 用 建 物 」 の 標 準 評 点 数 を

「 事 務 所 ・ 店 舗 ・ 百 貨 店 用 建 物 」 の 標 準 評 点 数 で 除 し 、

「事務所・店舗・百貨店用建物」の補正係数に対する設備

数量で乗じることによって算出した１平方メートル当たり

の施工数量をもって算出した数値を採用すべきであると主

張する。  

     ａ  電灯コンセント配線設備の「配置」の補正係数  

  この点に関し、審査会は、行政不服審査法７４条に基

づき、処分庁に対し、比例計算による補正係数の計算の
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実施を求めたところ、以下の回答を得た。  

本件家屋に設置されている照明は２，１７８か所、コ

ンセントは８９７か所、これらの合計は３，０７５か所

であり、本件家屋の延べ床面積１平方メートル当たりの

照明の数及びコンセントの数はおよそ０．０４８か所で

あるから、この数値を用いて補正係数を算出すると、以

下のとおり、およそ－０．３４となる。  

  １．０－（１．０－０．６）×（０．２５－０．０４

８）÷（０．２５－０．１９）＝－０．３４６６６…    

ｂ  電話配線設備の「配置」の補正係数  

本件家屋に設置されている電話接続口は１００個であ

り、本件家屋の延べ床面積１平方メートル当たり０．０

０１５個であるから、この数値を用いて上記 a と同様に

補正係数を試算すると、およそ０．０６となる。  

ｃ  拡声器配線設備の「器具数」の補正係数  

本件家屋に設置されている拡声器は２４７個であり、

本件家屋の延べ床面積１平方メートル当たり０．００３

９個であるから、この数値を用いて上記ａと同様に補正

係数を試算すると、およそ０．２９となる。  

しかしながら、本件家屋では、配電盤、端子盤類が施工

され、また一定間隔に末端機器が配置されていることから、

概ね建物の全体に設備・配線が及んでいる。また、各階の

床面積が大きく、各末端機器までの距離が長いため、それ

に応じた配線量が施工されている。このことから標準的な

工場・倉庫・市場用家屋に比べ本件家屋が著しく各設備の

施工が少ないとは認められない。よって、所定の減点補正

率の範囲を大きく下回る数値を補正係数として採用するこ

とは相当でない。  
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そして、本件家屋の評価においては、他に根拠のある補

正係数がないのであるから、所定の減点補正率の範囲内で

最も小さな補正率を採用するほかないというべきである。  

      このように、本件処分は、評価基準に従って行われた適

正なものと認められることから、請求人の主張には理由が

ない。  

エ  争点６について  

    (ｱ) 評価基準解説第３章第１２節Ⅲ－１・４（３）によると、

評価項目「空調設備」の計算単位である「対象床面積」と

は、設備が実際に効用を及ぼすと想定される範囲の床面積

をいい、原則としてフロアごとに判断すれば足り、トイレ

や機械室等のように部分的に空調の吹出口が設置されてい

ない部分は、対象床面積から除く必要はないとされている。

もっとも、同解説は、駐車場等のように、同じフロアでも

明らかに設備の効用が及ばない部分については、「対象床

面積」から除く必要があるともしている。  

    (ｲ) これを本件についてみると、本件家屋については、機器

表及び詳細平面図等より、西側の事務所エリアに個別空調

（全熱交換器使用）が設置されていることが分かる。そし

て、処分庁は、その対象床面積として、登記床面積（６３，

０２６．８７㎡）から、明らかに個別空調の効用が及ばな

い 倉 庫 エ リ ア 、 荷 捌 き エ リ ア の 面 積 （ ６ ０ ３ ０ ５ ． ８ １

㎡）を除いた面積（２７２１．０６㎡）を認定している。  

      この点について、請求人は、第３・２ (6)のとおり主張す

るが、西側の事務所エリアにはトイレや機械室等、部分的

に空調の吹出し口が設置されていない部分が存在するもの

の、当該部分を対象床面積から除く必要がないことは、上

記評価基準解説のとおりである。  
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(ｳ) ただし、本争点に関し、審査会が、行政不服審査法７４

条に基づき、処分庁に対して評価内容の説明を求めたとこ

ろ、以下の回答を得た。  

処分庁は個別空調の対象床面積に東側の事務所エリアの

面積（１４８．６０㎡）を含めていたが、当該エリアに個

別空調は設置されておらず、さらに西側の事務所エリアに

設置されている空調の効用が及ぶとも考えられないことか

ら、当該エリアについては本来個別空調の対象床面積に含

めるべきものではない。このため、個別空調の対象床面積

は、登記床面積（６３，０２６．８７㎡）より個別空調が

設置されていない倉庫エリア、荷捌きエリア及び東側の事

務所エリアの面積（６０，４５４．４２㎡）を控除した、

２，５７２．４５㎡となる（ただし、端数処理の関係で０．

０１㎡の差異が生じている）。  

また、対象床面積の変更に伴い冷房能力を再計算したと

ころ、冷房能力は０．０４６４９  Kw/㎡となり、補正率が

０．６９となることが認められた。  

なお、東側の事務所エリアには、換気設備が設置されて

おり、機器表より機能等を確認したところ、当該エリアに

は、空調設備ではなく換気設備の評点を付設し、機能は第

３種換気のもの、送風機の種類はシロッコファン、ダクト

は普通のものとして評価すべきものと考えられる。      

(2) 本件家屋の価格の計算  

    ア  審査会が、行政不服審査法７４条に基づき、処分庁に対し、

前記 (1)の判断を前提とした本件家屋の再建築費評点数の計

算の実施を求めたところ、以下の回答を得た。  

    (ｱ) 部分別「建築設備」の評点数  

     ａ  評点項目「空調設備」の評点数（本件家屋の西側の事
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務所エリア（個別空調方式））  

        １４，０１０（標準評点数）×０．６９×１．００×

１．１０（補正係数）≒１０，６３３点（単位当たり評

点数）  

１０，６３３×２，５７２．４５（対象床面積）≒２

７，３５２，８６０点  

     ｂ  評点項目「換気設備」の評点数（本件家屋の東側の事

務所エリア）  

       １，６５０（標準評点数）×１．００×１．００×１．

００（補正係数）＝１，６５０点（単位当たり評点数）  

１，６５０×１４８．６０（対象床面積）≒２４５，１

９０点  

     ｃ  その他の評点数（合計）  

       ３８１，７４７，６６３点  

ｄ  部分別「建築設備」の再建築費評点数（ａからｃまで

の合計）  

       ４０９，３４５，７１３点  

    (ｲ) その他の部分の評点数（争いのない部分）  

     ａ  主体構造部     ３，０５１，２６６，７３６点  

     ｂ  床構造         ２１７，２７６，５８５点  

     ｃ  基礎工事         １８，７９２，１５９点  

     ｄ  杭            ６８，３８１，１９２点  

     ｅ  外周壁骨組        ７８，２０６，８９０点  

     ｆ  間仕切骨組       １０４，０３２，７８４点  

     ｇ  外部仕上        １２１，０６３，５１９点  

     ｈ  内部仕上         ３６，７１３，２７１点  

     ｉ  床仕上         １３９，８５０，８２０点  

     ｊ  天井仕上         １１，４２７，２０９点  
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     ｋ  屋根仕上         ４５，８１０，５４０点  

     ｌ  建具          ２０７，１６５，６３１点  

     ｍ  仮設工事        １９５，５７２，３７７点  

     ｎ  その他工事        ７９，４１３，８５６点  

    (ｳ) 本件家屋の再建築費評点数（ (ｱ)ｄ及び (ｲ)の部分別再建

築費評点数の合計）  

      ４，７８４，３１９，２８２点  

   イ  前記アで求めた本件家屋の再建築費評点数を前提として、

本件家屋の価格を算定すると、以下のとおりとなる。  

    (ｱ) 単位当たり再建築費評点数（１点未満切り捨て）  

４，７８４，３１９，２８２点（本件家屋の再建築費評

点数）÷６３，０２６．８７（本件家屋の床面積）≒７５，

９０９点  

    ( ｲ ) 単位当たり再建築費評点 （ ( ｱ )の１００点未満切り捨

て）  

      ７５，９００点  

    (ｳ) 総評点（１点未満切り捨て）  

７５，９００点（単位当たり再建築費評点）×６３，０

２６．８７（本件家屋の床面積）＝４，７８３，７３９，

４３３点  

    (ｴ) 評価額（１００円未満切り捨て）  

４，７８３，７３９，４３３点（総評点）×１．１０円

（評点一点当たりの価額）≒５，２６２，１１３，３００

円      

(3) 結論  

    以上のとおり、本件処分は、課税標準となる本件家屋の価格

を決定するに当たり、部分別「建築設備」に係る評点項目「空

調設備  個別空調方式」の補正項目「冷房能力の大小」及び対
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象床面積、並びに評点項目「換気設備」について、それぞれ評

価基準の適用に誤りがあったものの、本件処分における本件家

屋の価格は、評価基準によって決定される価格と同額であった

ことが認められる。  

    したがって、本件処分における評価基準の適用の誤りにより、

本件処分が違法又は不当なものとなるとまでは認められない。  

３  請求人の主張以外の違法性又は不当性の検討  

   その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

羽根一成、加々美光子、青木淳一  

 

別紙１ないし別紙３（略）  

 


